
 

 

評価書（個票） 

事務・事業名 作業環境測定士試験の科目の
一部免除に係る講習 

担当課 
  （担当課長） 

労働基準局 
安全衛生部化学物質対策
課 
（奥村 伸人） 

根拠法令等 作業環境測定法施行規則（昭和５０年労働省令
第２０号）第 17条第２号及び第 16号 

類 型 講習研修 
 

指定等
の形態 

登録 

事務・事業の 
概要 

○事務・事業創設時の趣旨 
事業場における作業環境管理の推進を図ることが必要なことから、作業環境測

定の内容に関連する知識又は経験を有するものについて、作業環境測定士試験の
一部又は全部を免除するもの。 
 
○事務・事業の内容 
作業環境測定士試験のうち、環境計量士の登録を受けた者及び第一種衛生管理

者免許を受けた者で一定の実務経験を有するものが厚生労働大臣の登録を受けた
者が行う講習を修了した場合に、作業環境測定士試験のうち一部の試験科目の免
除するもの 
 

事務・事業の 
目的 

事業場における作業環境管理の推進を図ることが必要なことから、作業環境測
定の内容に関連する知識及び経験を有するものが厚生労働大臣の登録を受けた者
が行う講習を修了した場合に、作業環境測定士試験のうち一部の試験科目の免除
するもの 

 関連する 
政策目標 

－ 
 

 関連する 
業績指標 

－ 
 

 指標の 
目標値等 

－ 
 

法人の指定等 
の状況 

別紙のとおり。 

指定・登録等の
基準に対する 
よくあるお問い
合わせと回答 

特になし。 

料金等・積算根
拠 

別紙のとおり。 
 

事務・事業の実
績 

○実績（平成 27年度） 
 作業環境測定法施行規則第 17条第２号に基づく講習 … 70名 
 作業環境測定法施行規則第 17条第 16号に基づく講習 …127名 
○事業収入（平成 27年度） 
 5.029千円 

国からの補助金
等 

なし 
 



 

 

 

事務・事業の見
直し状況（これ
までの検証） 

「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設審
査及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」（平成１８年８月１５日閣議決
定）に基づき、以下の見直しを行った。 
・登録を受けた法人に係る事項等をインターネットで公開した。 
・労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（H21.3.30 厚生労働省令第 55号）
により、登録機関において実施することとした上で、登録基準の基本的事項、
主務大臣に対する報告に係る規定等を定めた。（平成 21年 3月） 

事務・事業の必
要性等・有効性 

・事業の必要性 
作業環境測定士（第一種、第二種）の登録者数は、年間 700名程度で推移して

おり、本試験免除講習制度を利用して作業環境測定士試験の一部科目の免除を受
けている者は一定の割合を占めていると考えられ、作業環境測定士の養成及び事
業場の作業環境管理の推進に一定の役割を果たしており、今後も存続させる必要
がある。 
・事業の妥当性 
当該試験免除講習については、毎年全国複数箇所（年５回程度）において実施

されており、本事業に係る収入と支出はほぼ均衡している。 
・事業の有効性 
本試験免除講習制度を活用した者が年間 200名程度であり、また、新たに登録

される作業環境測定士が年間 700名程度であることを考慮すると、当該制度によ
り養成される作業環境測定士が一定の割合を占めていると考えられ、事業場にお
ける適正な作業環境を確保し、労働者の健康の保持に寄与している。 

事務・事業の執
行体制の妥当性 

○指定等を行う妥当性 
 当該試験免除講習については、作業環境測定に関する知識経験を有する者によ
り行われること等が必要であることから、当該講習を行おうとする者からの申請
に基づき、作業環境測定法施行規則に定められている登録基準に照らして審査し、
要件に適合している者を厚生労働大臣が登録することにより行われている。 
 
○事務・事業実施主体の適格性 
当該試験免除講習については、申請により厚生労働大臣の登録を受けた者によ

って行われるものであり、その登録基準については省令において示されている。
また、当該登録試験免除講習機関は、試験免除講習業務に関する業務規程の届出
や毎事業年度その実施計画及び実施結果報告を厚生労働大臣に届出を行う必要が
あるほか、必要な場合は改善命令等を行うことによりその適正な実施を担保して
いる。 
 
○実施主体としての指定等法人の適格性 
当該登録試験免除講習機関が行う講習の開催日時・場所、講習内容のほか、財

務諸表等についてもホームページに公開されており、事業の実施結果報告書にお
いても特段の問題は認められない。 

評価結果の総括 
（現状分析（事
務・事業の評価）
と今後の方向
性） 

事業場において適正な作業環境を確保し、職場における労働者の健康を保持す
る上で、作業環境測定を行う作業環境測定士を養成する必要があるが、当該制度
を活用して作業環境測定士としての登録を受けている者が一定の割合を占めて
いると考えられることから、今後も当該制度を維持していく必要がある。 

備考  



 

 

 

別紙 

 

合計１法人 

 ・公益法人１法人 

 

法人名 指定等の時期 連絡先（ＴＥＬ） 料金等・積算根拠 

公益法人（１法人） 

社団法人日本作業環

境測定協会 

平成 21年 3月 31

日 

03－3456－1601 

 

（作業環境測定法施行規則第 17条第

２号に基づく講習）41,000円 

（作業環境測定法施行規則第 17条第

16号に基づく講習）17,000円 

 


